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富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和元年８月28日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量 

高級揮発油 予定数量  3,700リットル 

普通揮発油 予定数量 52,000リットル 

軽油    予定数量  9,200リットル 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

令和元年10月１日から令和２年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   富山県出納局総務会計課が指定した場所 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

毎週月.水.金曜日発行 
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 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成31年富山県告示第 173号）第１の規定に該当しない者であること。 

  ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成31年富山県告示第 

   173号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

 ⑶ 富山県庁本庁舎を起点として、半径３ｋｍ以内に２以上の給油所を有し、か 

  つ、そのうち少なくとも半径２ｋｍ以内に１給油所を有する者であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める入札参加申込書を４ 

 の⑵に掲げる期限までに４の⑴に掲げる場所に、持参又は郵便（提出期限まで 

 に必着のこと。）で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。な 

 お、提出した書類に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、 

 これに応じなければならない。 

  ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものと 

  する。 

  ⑶ 入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書 

  により、令和元年９月11日までに通知するものとする。この通知において、入 

  札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない｡ 

４ 入札参加申込書及び入札説明書 

 ⑴ 入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及 

  び問い合わせ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒 930－8501 富山市新総曲輪１番７号 

富山県出納局総務会計課 用度管理係 
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電話 076－444－3424（直通） 

⑵ 入札参加申込書の提出期限 

令和元年９月９日 正午 

  ⑶ 入札説明書の交付方法 

   令和元年８月28日から同年９月４日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前８ 

  時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所におい 

  て希望者に無料で交付する。 

５ 入札・開札の日時、場所 

⑴ 入札・開札の日時及び場所 

ア 令和元年９月13日 午後２時00分 

   イ 〒 930－8501 富山市新総曲輪１番７号 

            富山県出納局総務会計課入札室 

⑵ 前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、３⑶により入札資格「有」 

 とされた一般競争入札参加資格確認通知書の写しを必ず持参すること。 

⑶ 郵便による入札書の提出を行う者は、３⑶により入札資格「有」とされた一 

 般競争入札参加資格確認通知書の写しを同封のうえ、郵便書留により、令和元 

 年９月12日午後５時15分までに４⑴の公告に関する事務を担当する室課に必着 

 するよう行わなければならない。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

⑴ 高級揮発油及び普通揮発油 
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  １リットル当たりの単価により行う。落札金額は、入札書に記載された金額 

 に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（１銭未満の端数がある 

 ときは、その端数金額を切り捨てた金額）とするので、入札に参加する者は、 

 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

 見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載するこ 

 と。 

 ⑵ 軽油 

   １リットル当たりの単価により行う。落札金額は、入札書に記載された金額 

  から軽油引取税の額を控除した金額に、当該金額の 100分の10に相当する額及 

  び軽油引取税を加算した金額（１銭未満の端数があるときは、その端数金額を 

  切り捨てた金額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に 

  係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金 

  額から軽油引取税の額を控除した金額の 110分の 100に相当する金額に、軽油 

  引取税の額を加算した金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、書類等の審査の結果、この公告及び入札説明

書に示した条件を満たすと認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

⑵ 開札は、原則として入札参加者又は、その代理人の全員の立ち合いのもとで

行う。郵便による入札書の提出を行った者で、開札に立ち会いできない者は、

開札日の前日までに、契約担当者（富山県出納局長）に届け出るものとする。

開札に立ち会わない入札参加者があるときは、開札に本件入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせるものとする。 

 ⑶ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑷ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 
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 ⑸ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退した 

  ものとみなす。再度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑶ その他詳細は、入札説明書による。 

 

 

基本測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から 

次のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公 

示する。 

  令和元年８月28日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  基本測量 電子基準点現地調査 

２ 作業期間 

  令和元年７月29日から令和元年10月24日まで 

３ 作業地域（関係市町村） 

  氷見市、南砺市 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和元年８月28日 

                    富山県知事 石  井    一  



  6  令和元年８月 28日   富 山 県 報          第 4537号   

 

１ 作業種類 

  公共測量（三次元点群測量） 

２ 作業期間 

  令和元年７月18日から令和元年11月29日まで 

３ 作業地域 

  富山県富山市春日地先～富山市塩地先 

 

 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和元年８月28日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

魚津市江口504番、505番の 
一部、506番の一部、508番 
の一部、509番１の一部、 
510番１の一部並びに字柳 
ケ坪945番１、948番１、989 
番１、994番１、1020番１ 
の一部、1023番、1024番、 
1025番、1026番、1027番、
1028番、1029番、1095番４､ 
1096番２、1110番７の一部､ 
948番１地先、989番１地先､ 
994番１地先、1023番地先､ 
1095番４地先及び1110番７ 
地先 

 
 
 

  富山市牛島町15番１号  北陸電力株式 
 会社 

滑川市上小泉字中坪524番 
１外12筆、524番１地先、 
2549番１地先、2550番地先 
及び2554番地先並びに上小 
泉字鍋谷2556番１外１筆及 
び2556番１地先 

 
同 左 

 

道 路 
公 園 
下水道 
水 路 

 富山市二口町四丁目７ 
 番地の14 

 株式会社OSCAR 
 J.J 

黒部市沓掛655番、656番１ 
の一部、656番２及び657番 
の一部 

同 左 緑 地  富山市野口842番地  富山いすゞ自 
 動車株式会社 
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